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問…問い合わせ先
…申し込み先
※費用の記載がない
　ものは無料です。

土・日曜日および祝日は閉庁

❖お知らせの表記

市役所代表

13 2018年（平成30年）９月号広報

重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
受
給
者
証
な
ど

の
更
新
手
続
き
が
必
要
で
す

　

現
在
交
付
し
て
い
る
重
度
心
身
障
害
者

医
療
費
受
給
者
証
・
重
度
心
身
障
害
者
医

療
費
受
給
者
決
定
通
知
書
の
有
効
期
限
は

９
月
30
日
で
す
。
更
新
が
必
要
に
な
り
ま

す
の
で
、
忘
れ
ず
に
手
続
き
し
て
く
だ
さ

い
。

受
付
期
間　

９
月
14
日
㈮
〜
28
日
㈮

受
付
場
所　

▼
生
活
福
祉
課　

福
祉
係    

　

▼
十
和
田
湖
支
所　

市
民
生
活
係

※
十
和
田
湖
支
所
で
手
続
き
を
し
た
場
合
、

　

受
給
者
証
な
ど
は
、後
日
郵
送
し
ま
す
。

対
象　

身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
、
内

　

部
障
害
３
級
（
一
部
除
く
）、
愛
護
手

　

帳
程
度
Ａ
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

　

帳
１
級
に
該
当
す
る
人

※
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
65
歳

　

以
上
で
手
帳
を
新
規
交
付
さ
れ
た
人
は

　

対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

必
要
な
物　

▼
印
鑑
▼
健
康
保
険
証
▼
現

　

在
お
持
ち
の
受
給
者
証
か
決
定
通
知
書

　

▼
身
体
障
害
者
手
帳
、
愛
護
手
帳
、
精

　

神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
い
ず
れ
か

　

▼
他
の
公
費
（
特
定
疾
病
療
養
受
療
証

　

・
特
定
医
療
費
受
給
者
証
な
ど
）
を
利

　

用
し
て
い
る
場
合
は
そ
の
受
給
者
証

　

▼
世
帯
全
員
分
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
分

　

か
る
も
の

問
生
活
福
祉
課
☎
51
６
７
１
８

市
民
図
書
館
閉
館
時
間
変
更
の
お
知
ら
せ

　

９
月
８
日
㈯
は
、
十
和
田
市
秋
ま
つ
り

に
よ
る
交
通
規
制
の
た
め
、
午
後
５
時
に

閉
館
し
ま
す
。

問
市
民
図
書
館
☎
㉓
７
８
０
８

10
月
21
日
㈰
に
乳
が
ん
検
診
を
実
施
し
ま
す

　

中
央
病
院
で
は
、
平
日
、
時
間
が
と
れ

な
い
女
性
の
た
め
に
、
休
日
に
乳
が
ん
検

診
を
実
施
し
ま
す
。

と
き　

10
月
21
日
㈰　

午
前
９
時
〜
正
午

と
こ
ろ　

中
央
病
院
健
診
セ
ン
タ
ー

内
容　

マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ
ー

定
員　

40
人
（
先
着
順
）

費
用　

４
１
０
０
円

申
込
期
間　

９
月
３
日
㈪
〜
28
日
㈮　

申
込
受
付
時
間　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

※
既
に
市
へ
乳
が
ん
検
診
の
申
し
込
み
を

　

し
た
人
は
受
診
で
き
ま
せ
ん
。

※
市
発
行
の
無
料
ク
ー
ポ
ン
は
利
用
で
き

　

ま
す
。

問
中
央
病
院
健
診
セ
ン
タ
ー

　

☎
㉓
５
７
６
３

　　　　差し押さえした不動産を公売します 
入札
番号 不動産の所在 登記

地目 面積 最低公売
価額

1

東二十四番町17番217 宅地 264.00㎡

1,260,000円東二十四番町17番地217
（住居表示：東二十四番町
　13番22号）

居宅  84.64㎡

２ 大字三本木字西金崎10番７ 畑（現況：宅地）    307㎡ 1,880,000円

▼入札日時　10 月 12 日㈮
　　　　　　午前 10 時～ 10 時５分

▼場所　市役所新館３階会議室
※公売物件の詳細内容、図面、写真など
　は収納課で閲覧できます。

問収納課☎51 6784

あなたの国民年金を増やしませんか？

■任意加入制度
　老齢基礎年金を満額受け取るには、20 歳から 60
歳までの 40 年間納付する必要がありますが、40 年
に満たない場合、60 歳から 65 歳まで任意加入をし
て保険料を納めることで、年金額を増やすことがで
きます。また、海外に住所を置いている期間は年金
を納める義務はありませんが、任意で納めることが
できます。（30 年度保険料　月額 16,340 円）

■付加年金制度
　国民年金を納めている人は、毎月の保険料に付加
保険料（月額 400 円）を上乗せして納付することで、
将来の老齢基礎年金に付加年金が加算されます。た
だし、国民年金基金加入中の人は対象外です。

問市民課国民年金係☎51 6753
　八戸年金事務所☎ 0178-44-1742

※いずれの制度も、既に老齢基礎年金を受給している人は
　対象となりません。

■追納制度
　国民年金保険料の免除や納付猶予、学生納付特例
の承認を受けた期間がある場合、将来受け取る老齢
基礎年金の額は保険料を全額納めたときよりも少な
くなります。10 年以内であれば、さかのぼって納
める（追納）ことで年金額を増やすことができます。
追納は古い月の分から順次納付することになりま
す。保険料についてはお問い合わせください。


